




要約 現在、母子保健事業は保健所において実施されているが、その実施過程において膨

大な量の母子保健情報が生み出されている。現在では個々のケースの対応のためのみにと

どまっているこれ'らの貴重な情報をコンピューターにデータバンクとして入力すること

により、広く収集し、分析することによって、母子保健行政に方向性を与え、また母子保

健と学校保健、成人保健、老人保健との連携を図ることができることとなる。

しかし母子保健データバンクシステムを作り上げるためには、解決されるべき多くの問題

があることはいうまでもない。本稿は母子保健データバンクシステムを構築するうえでの

問題点を、実際に事業執行にあたっている保健所の立場から「母子管理カード」をめぐる

問題点を始めとしていくつか指摘したものである。


